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(57)【要約】
【課題】　特定の被検体の生体情報を取得した場合に、
生体情報を送信することができる生体情報測定装置及び
情報処理方法等の提供。
【解決手段】　生体情報測定装置１００は、被検体に装
着可能な生体情報測定装置１００であって、基板２０と
、基板２０に形成された超音波素子アレイ１１０と、超
音波素子アレイ１１０により取得された生体情報を、予
め登録された被検体の登録識別情報に関連付けて記憶す
るメモリー１２０と、取得された識別情報に基づいて、
取得された生体情報が、登録識別情報に対応付けられた
被検体についての生体情報であると判定された場合に、
メモリー１２０に記憶された生体情報を外部装置３００
に送信する通信部１３０と、を含む。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に装着可能な生体情報測定装置であって、
　基板と、
　前記基板に形成された超音波素子アレイと、
　前記超音波素子アレイにより取得された生体情報を、予め登録された前記被検体の登録
識別情報に関連付けて記憶するメモリーと、
　取得された識別情報に基づいて、取得された前記生体情報が、前記登録識別情報に対応
付けられた前記被検体についての生体情報であると判定された場合に、前記メモリーに記
憶された前記生体情報を外部装置に送信する通信部と、
　を含むことを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記登録識別情報と前記識別情報とに基づいて前記被検体を認識し、認識された前記被
検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、前記超音波素子アレイによる前記生体情報
の取得処理を制御する処理部を含む生体情報測定装置。
【請求項３】
　被検体に装着可能な生体情報測定装置であって、
　基板と、
　前記基板に形成された超音波素子アレイと、
　前記超音波素子アレイにより取得された生体情報を、予め登録された前記被検体の登録
識別情報に関連付けて記憶するメモリーと、
　前記被検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、前記超音波素子アレイによる前記
生体情報の取得処理を制御する処理部と、
　前記メモリーに記憶された前記生体情報を外部装置に送信する通信部と、
　を含む生体情報測定装置。
【請求項４】
　請求項２又は３において、
　前記制御コマンドは、
　前記生体情報の取得開始及び取得停止の少なくとも一方を指示するコマンドであること
を特徴とする生体情報測定装置。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれかにおいて、
　前記制御コマンドは、
　前記外部装置に対して前記生体情報の送信開始及び送信停止の少なくとも一方を指示す
るコマンドであることを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項６】
　請求項２乃至５のいずれかにおいて、
　前記被検体の音声を取得する音声取得部を含み、
　前記処理部は、
　前記音声取得部により取得された前記音声に基づいて、前記被検体の音声認識処理を行
うことにより、前記制御コマンドの特定処理を行うことを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項７】
　請求項２乃至６のいずれかにおいて、
　前記被検体の音声を取得する音声取得部を含み、
　前記処理部は、
　前記音声取得部により取得された前記音声に基づいて、前記被検体の音声認識処理を行
うことにより、前記被検体の個体認識処理を行うことを特徴とする生体情報測定装置。
【請求項８】
　請求項７において、
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　前記処理部は、
　前記音声取得部により取得された前記被検体の音声と前記登録識別情報とに基づいて、
前記個体認識処理を行って、前記被検体を認識し、認識された前記被検体の音声に基づい
て、前記制御コマンドの特定処理を行い、特定した前記制御コマンドに基づいて、前記超
音波素子アレイによる前記生体情報の前記取得処理を制御することを特徴とする生体情報
測定装置。
【請求項９】
　請求項６乃至８のいずれかにおいて、
　前記音声取得部は、
　前記基板に形成された音波素子を含み、
　前記処理部は、
　前記音波素子の受信信号に基づいて、前記音声認識処理を行うことを特徴とする生体情
報測定装置。
【請求項１０】
　請求項６乃至９のいずれかにおいて、
　前記登録識別情報は、
　予め前記メモリーに登録された前記被検体の声紋情報であり、
　前記処理部は、
　前記声紋情報に基づいて、前記個体認識処理を行うことを特徴とする生体情報測定装置
。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０のいずれかにおいて、
　前記処理部は、
　前記音声取得部により取得された前記被検体の前記音声に基づいて、前記特定処理とし
てキーワード認識処理を行って、前記制御コマンドを特定し、特定した前記制御コマンド
に基づいて、前記生体情報の前記取得処理を開始又は停止させることを特徴とする生体情
報測定装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれかにおいて、
　前記生体情報の取得開始又は取得停止が行われたことを報知する報知部を含むことを特
徴とする生体情報測定装置。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　前記報知部は、
　前記生体情報の取得が停止された後に、所与の時間、前記生体情報の取得が開始されな
かった場合に、前記生体情報の取得が開始されていないことを報知することを特徴とする
生体情報測定装置。
【請求項１４】
　基板と、
　前記基板に形成され、超音波を受信可能な超音波素子アレイと、
　前記基板に形成され、音波を受信可能な音波素子と、
　前記超音波素子アレイの受信結果に基づいて、被検体の生体情報の取得処理を行う処理
部と、
　を含み、
　前記処理部は、
　前記音波素子の受信結果に基づいて、前記取得処理の制御処理を行うことを特徴とする
生体情報測定装置。
【請求項１５】
　被検体に装着可能な生体情報測定装置の情報処理方法であって、
　前記生体情報測定装置の基板に形成された超音波素子アレイにより生体情報を取得し、
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　取得した前記生体情報を、予め登録された前記被検体の登録識別情報に関連付けて記憶
し、
　取得された識別情報に基づいて、取得された前記生体情報が、前記登録識別情報に対応
付けられた前記被検体についての生体情報であると判定された場合に、記憶した前記生体
情報を外部装置に送信することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１６】
　被検体に装着可能な生体情報測定装置の情報処理方法であって、
　前記生体情報測定装置の基板に形成された超音波素子アレイにより生体情報を取得し、
　取得した前記生体情報を、予め登録された前記被検体の登録識別情報に関連付けて記憶
し、
　前記被検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、前記超音波素子アレイによる前記
生体情報の取得処理を制御し、
　記憶した前記生体情報を外部装置に送信することを特徴とする情報処理方法。
【請求項１７】
　生体情報測定装置の基板に形成され、超音波を受信可能な超音波素子アレイの受信結果
に基づいて、被検体の生体情報の取得処理を行い、
　前記基板に形成され、音波を受信可能な音波素子の受信結果に基づいて、前記取得処理
の制御処理を行うことを特徴とする情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体情報測定装置及び情報処理方法等に関係する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧をはじめとする生体情報を常時モニタリングすることで、日常生活を管理したり、
病気を未然に防止したりする、ＱＯＬ（quality of life）の向上に関する発明に注目が
高まっている。そのような用途で用いる装置として、超音波を送受信して生体情報を測定
することができる生体情報検出装置が注目されている。このような生体情報検出装置は、
例えば被検体である人体の内部などの対象物に向けて超音波を出射し、対象物内部におけ
る音響インピーダンスの異なる界面からの反射波を受信して、生体情報を検出する。
【０００３】
　また、装置の操作インターフェースに関する分野では、操作者の音声を受信して装置を
制御する研究も進められている。例えば特許文献１には、操作者の音声で制御可能な医用
診断装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１９７１４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えばジムなどでは、生体情報測定装置の貸し出しを行っていて、複数の被検体が、複
数の生体情報測定装置を共用する場合がよくある。このような場合には、生体情報測定装
置が、その度に異なる被検体によって使用されることが多い。
【０００６】
　しかし、生体情報は、被検体のプライバシーに関わる情報であるため、誰でも閲覧でき
たり、誰でも外部装置に送信できたりすることは望ましくない。また、ジムなどでは、被
検体以外にも周囲に人がいることが多いが、許可された操作者以外の操作によって、被検
体の生体情報の取得を開始できたり、取得を停止できたりすることも望ましくない。
【０００７】
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　さらに、生体情報測定装置を装着している間に、常時、自動で測定を行うことも考えら
れる。しかし、常時測定は非常に便利である一方で、データを詳細に分析することで、本
来の健康に関する情報のほかに生活スタイル（睡眠時間、食事の時間等）を推測されてし
まうというプライバシーの懸念が生じる。あるいは、常時測定は行いたいが、例えばトイ
レにいるときには測定されたくないといった要望をもつユーザー（被検体）も存在すると
考えられる。このように、生体情報を常時測定することにも問題がある。
【０００８】
　また、生体情報測定装置の操作を、機械的スイッチやボタンによって行う場合には、い
ちいち操作部に触れなければならない煩わしさや、何かの拍子にボタン等が押されてしま
うなどの誤動作のおそれ等がある。
【０００９】
　本発明の幾つかの態様によれば、特定の被検体の生体情報を取得した場合に、生体情報
を送信することができる生体情報測定装置及び情報処理方法等を提供することができる。
【００１０】
　また、本発明の幾つかの態様によれば、生体情報の取得開始及び取得停止を、被検体が
音声で指示することができる生体情報測定装置及び情報処理方法等を提供することができ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一態様は、被検体に装着可能な生体情報測定装置であって、基板と、前記基板
に形成された超音波素子アレイと、前記超音波素子アレイにより取得された生体情報を、
予め登録された前記被検体の登録識別情報に関連付けて記憶するメモリーと、取得された
識別情報に基づいて、取得された前記生体情報が、前記登録識別情報に対応付けられた前
記被検体についての生体情報であると判定された場合に、前記メモリーに記憶された前記
生体情報を外部装置に送信する通信部と、を含む生体情報測定装置に関係する。
【００１２】
　本発明の一態様では、生体情報を被検体の登録識別情報と関連付けてメモリーに記憶し
、取得された生体情報が、登録識別情報に対応付けられた被検体についての生体情報であ
る場合に、その生体情報を外部装置に送信する。
【００１３】
　これにより、特定の被検体の生体情報を取得した場合に、生体情報を送信することが可
能になる。
【００１４】
　また、本発明の一態様は、前記登録識別情報と前記識別情報とに基づいて前記被検体を
認識し、認識された前記被検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、前記超音波素子
アレイによる前記生体情報の取得処理を制御する処理部を含んでもよい。
【００１５】
　これにより、登録識別情報に対応する被検体が、制御コマンドを生体情報測定装置に入
力し、生体情報の取得処理の制御を行うこと等が可能になる。
【００１６】
　また、本発明の他の態様は、被検体に装着可能な生体情報測定装置であって、基板と、
前記基板に形成された超音波素子アレイと、前記超音波素子アレイにより取得された生体
情報を、予め登録された前記被検体の登録識別情報に関連付けて記憶するメモリーと、前
記被検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、前記超音波素子アレイによる前記生体
情報の取得処理を制御する処理部と、前記メモリーに記憶された前記生体情報を外部装置
に送信する通信部と、を含む生体情報測定装置に関係する。
【００１７】
　本発明の他の態様では、生体情報を被検体の登録識別情報と関連付けてメモリーに記憶
し、被検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、超音波素子アレイによる生体情報の
取得処理を制御して、生体情報を外部装置に送信する。
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【００１８】
　これにより、登録識別情報に対応する被検体が、制御コマンドを生体情報測定装置に入
力し、生体情報の取得処理の制御を行うこと等が可能になる。
【００１９】
　また、本発明の一態様では、前記制御コマンドは、前記生体情報の取得開始及び取得停
止の少なくとも一方を指示するコマンドであってもよい。
【００２０】
　これにより、処理部が、取得処理の制御処理として開始処理及び停止処理の少なくとも
一方の制御を行うこと等が可能になる。
【００２１】
　また、本発明の一態様では、前記制御コマンドは、前記外部装置に対して前記生体情報
の送信開始及び送信停止の少なくとも一方を指示するコマンドであってもよい。
【００２２】
　これにより、例えば処理部が生体情報の送信タイミングを制御すること等が可能になる
。
【００２３】
　また、本発明の一態様では、前記被検体の音声を取得する音声取得部を含み、前記処理
部は、前記音声取得部により取得された前記音声に基づいて、前記被検体の音声認識処理
を行うことにより、前記制御コマンドの特定処理を行ってもよい。
【００２４】
　これにより、取得した音声に基づいて、被検体から入力された制御コマンドの内容を特
定すること等が可能になる。
【００２５】
　また、本発明の一態様では、前記被検体の音声を取得する音声取得部を含み、前記処理
部は、前記音声取得部により取得された前記音声に基づいて、前記被検体の音声認識処理
を行うことにより、前記被検体の個体認識処理を行ってもよい。
【００２６】
　これにより、取得した音声に基づいて、被検体の個体認証を行うこと等が可能になる。
【００２７】
　また、本発明の一態様では、前記処理部は、前記音声取得部により取得された前記被検
体の音声と前記登録識別情報とに基づいて、前記個体認識処理を行って、前記被検体を認
識し、認識された前記被検体の音声に基づいて、前記制御コマンドの特定処理を行い、特
定した前記制御コマンドに基づいて、前記超音波素子アレイによる前記生体情報の前記取
得処理を制御してもよい。
【００２８】
　これにより、正常に個体認識された被検体だけが、生体情報の取得処理を制御すること
等が可能になる。
【００２９】
　また、本発明の一態様では、前記音声取得部は、前記基板に形成された音波素子を含み
、前記処理部は、前記音波素子の受信信号に基づいて、前記音声認識処理を行ってもよい
。
【００３０】
　これにより、取得した音声を発する被検体が、生体情報の取得処理の制御処理を行って
もよい被検体か否かを判定すること等が可能になる。
【００３１】
　また、本発明の一態様では、前記登録識別情報は、予め前記メモリーに登録された前記
被検体の声紋情報であり、前記処理部は、前記声紋情報に基づいて、前記個体認識処理を
行ってもよい。
【００３２】
　これにより、被検体固有の情報を用いて、個体認識を行うこと等が可能になる。
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【００３３】
　また、本発明の一態様では、前記処理部は、前記音声取得部により取得された前記被検
体の前記音声に基づいて、前記特定処理としてキーワード認識処理を行って、前記制御コ
マンドを特定し、特定した前記制御コマンドに基づいて、前記生体情報の前記取得処理を
開始又は停止させてもよい。
【００３４】
　これにより、被検体が音声で、生体情報測定装置に対して、取得処理の具体的な制御内
容を指示すること等が可能になる。
【００３５】
　また、本発明の一態様は、前記生体情報の取得開始又は取得停止が行われたことを報知
する報知部を含んでもよい。
【００３６】
　これにより、例えば被検体又は生体情報測定装置の使用者が、生体情報の取得開始又は
取得停止が行われたことを知ること等が可能になる。
【００３７】
　また、本発明の一態様では、前記報知部は、前記生体情報の取得が停止された後に、所
与の時間、前記生体情報の取得が開始されなかった場合に、前記生体情報の取得が開始さ
れていないことを報知してもよい。
【００３８】
　これにより、被検体が生体情報の取得処理を再開し忘れることを抑制すること等が可能
になる。
【００３９】
　また、本発明の他の態様は、基板と、前記基板に形成され、超音波を受信可能な超音波
素子アレイと、前記基板に形成され、音波を受信可能な音波素子と、前記超音波素子アレ
イの受信結果に基づいて、被検体の生体情報の取得処理を行う処理部と、を含み、前記処
理部は、前記音波素子の受信結果に基づいて、前記取得処理の制御処理を行う生体情報測
定装置に関係する。
【００４０】
　これにより、被検体が音声で、生体情報の取得処理の制御処理を指示すること等が可能
になる。
【００４１】
　また、本発明の他の態様は、被検体に装着可能な生体情報測定装置の情報処理方法であ
って、前記生体情報測定装置の基板に形成された超音波素子アレイにより生体情報を取得
し、取得した前記生体情報を、予め登録された前記被検体の登録識別情報に関連付けて記
憶し、取得された識別情報に基づいて、取得された前記生体情報が、前記登録識別情報に
対応付けられた前記被検体についての生体情報であると判定された場合に、記憶した前記
生体情報を外部装置に送信する情報処理方法に関係する。
【００４２】
　また、本発明の他の態様は、被検体に装着可能な生体情報測定装置の情報処理方法であ
って、前記生体情報測定装置の基板に形成された超音波素子アレイにより生体情報を取得
し、取得した前記生体情報を、予め登録された前記被検体の登録識別情報に関連付けて記
憶し、前記被検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、前記超音波素子アレイによる
前記生体情報の取得処理を制御し、記憶した前記生体情報を外部装置に送信する情報処理
方法に関係する。
【００４３】
　また、本発明の他の態様は、生体情報測定装置の基板に形成され、超音波を受信可能な
超音波素子アレイの受信結果に基づいて、被検体の生体情報の取得処理を行い、前記基板
に形成され、音波を受信可能な音波素子の受信結果に基づいて、前記取得処理の制御処理
を行う情報処理方法に関係する。
【図面の簡単な説明】
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【００４４】
【図１】本実施形態のシステム構成例。
【図２】生体情報測定装置の装着例。
【図３】生体情報測定装置の他の装着例。
【図４】生体情報測定装置と外部装置の装着例。
【図５】本実施形態の詳細なシステム構成例。
【図６】生体情報測定装置の各部の配置図。
【図７】本実施形態の処理の流れを説明するフローチャート。
【図８】音声制御テーブルの説明図。
【図９】図９（Ａ）～図９（Ｃ）は、超音波トランスデューサー素子の構成例。
【図１０】超音波トランスデューサーデバイスの構成例。
【図１１】図１１（Ａ）、図１１（Ｂ）は、各チャンネルに対応して設けられる超音波ト
ランスデューサー素子群の構成例。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下で説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。また、本実施形態で説明
される構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００４６】
　１．概要
　前述したように、複数の被検体が複数の生体情報測定装置を共用する場合がある。生体
情報は、被検体のプライバシーに関わる重要な情報であるため、過去の生体情報を誰でも
閲覧可能だったり、外部装置に送信可能だったりすると問題がある。
【００４７】
　そこで本実施形態では、被検体のプライバシーを守るために、ある特定の被検体が生体
情報を測定していると判定できた時にだけ、その被検体の生体情報を外部装置に送信可能
にしたり、閲覧可能にしたりする。つまり、生体情報測定装置の使用が許可された被検体
であると判定した時にだけ、その被検体の生体情報を外部装置に送信する処理等を可能に
する。
【００４８】
　生体情報測定装置を使用している被検体が、生体情報測定装置の使用が許可された被検
体であるか否かは、その被検体の音声を認識することにより判定する。
【００４９】
　具体的に、本実施形態の生体情報測定装置は、例えば後述する図２等に示すように、被
検体に装着することが可能なウェアラブル機器である。生体情報測定装置は、例えば後述
する図６に示すように、基板２０上の生体測定センサー領域ＵＳＡに超音波素子アレイを
有し、音波素子領域ＳＡに音波素子を有する。つまり、１つの基板上に、超音波素子アレ
イと音波素子の両方を有する。そして、超音波素子アレイにより、被検体をスキャンし、
生体情報を取得する。
【００５０】
　さらに、生体情報測定装置は、音波素子により被検体の音声を取得する。生体情報測定
装置は、メモリーも有しており、被検体の声紋情報などの登録識別情報をメモリーに記憶
しておく。そして、生体情報測定装置は、音波素子により取得した音声と登録識別情報に
基づいて、取得した音声を発している被検体（生体情報測定装置を装着している被検体）
が、登録識別情報が示す被検体と一致するか否かを判定する。
【００５１】
　取得した音声を発している被検体が、登録識別情報が示す被検体と一致すると判定した
場合には、その被検体が、生体情報測定装置の使用が許可された被検体であると判定し、
取得した生体情報を外部に送信可能にしたり、以前に取得又は登録されたその被検体の生
体情報を閲覧可能にしたりする。
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【００５２】
　一方、取得した音声を発している被検体が、登録識別情報が示す被検体と一致しないと
判定した場合には、その被検体は、生体情報測定装置の使用が許可された被検体ではない
と判定し、取得した生体情報を外部に送信できないようにしたり、以前に取得又は登録さ
れたその被検体の生体情報を閲覧できないようにしたりする。
【００５３】
　例えば、被検体Ａと被検体Ｂの声紋情報がメモリーに登録されているとする。この時、
被検体Ａが生体情報を測定した際には、被検体Ａの音声を認識して、被検体Ａの生体情報
を外部装置に送信可能にする。同様に、被検体Ｂが生体情報を測定した際には、被検体Ｂ
の音声を認識して、被検体Ｂの生体情報を外部装置に送信可能にする。逆に、被検体Ａが
生体情報を測定している際には、被検体Ｂの生体情報を外部装置に送信できないようにす
る。
【００５４】
　これにより、被検体本人の生体情報だけを外部装置に送信可能にしたり、閲覧可能にし
たりすることが可能になる。
【００５５】
　さらに、前述したように、生体情報測定装置を装着している間に、生体情報を常時測定
することも考えられる。しかし、常時測定を行う場合には、取得した生体情報から、被検
体の生活スタイル（睡眠時間、食事の時間等）が推測されてしまうというプライバシーの
懸念が生じ、問題となる。
【００５６】
　そこで本実施形態の生体情報測定装置は、被検体の音声に基づいて、生体情報の取得処
理を開始したり、取得処理を停止したりできるようにする。例えば、被検体の生体情報の
取得処理を常時行う場合にも、被検体が生体情報の取得処理の停止キーワードを発声する
ことにより、生体情報の取得処理を停止できるようにする。つまり、被検体自身が常時測
定を希望する時間帯とそうではない時間帯とを切り替えできる。そのため、常時測定に伴
う、プライバシー問題を解消することができる。さらには、被検体以外の人の操作により
、生体情報の取得処理が勝手に開始又は停止されることも防ぐことができる。
【００５７】
　また、被検体が生体情報の取得処理の開始キーワード又は停止キーワードを発声するだ
けで、取得処理を開始又は停止できるため、一般的な機械的スイッチやボタンにより操作
を行う場合に比べて、いちいち操作部に触れなければならない煩わしさがなく、何かの拍
子にボタン等が押されてしまうなどの誤動作のおそれ等もない。
【００５８】
　さらに、生体情報測定装置は、報知部を有していてもよい。そして、被検体によって、
生体情報の取得処理が停止された後に、一定時間、取得処理が再開されない場合に、報知
部が、生体情報の取得処理の再開を促すメッセージを被検体（又は生体情報測定装置の使
用者）に報知してもよい。
【００５９】
　これにより、被検体が生体情報の取得処理を再開し忘れることを抑制することができる
。
【００６０】
　２．システム構成例
　本実施形態の生体情報測定装置１００及び外部装置３００のシステム構成例を図１に示
す。本実施形態の生体情報測定装置１００は、被検体に装着可能な生体情報測定装置１０
０であって、基板２０と、基板２０に形成された超音波素子アレイ１１０と、メモリー１
２０と、通信部１３０と、を含む。なお、生体情報測定装置１００は、超音波測定装置と
呼んでもよく、被検体が生体以外である場合には、適宜名称を変更することができる。
【００６１】
　また、本実施形態の生体情報測定装置１００は、図２に示すように被検体の首（頸部）
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に貼り付けたり、巻いたりして装着するものであってもよいし、図３に示すように、被検
体の手首などに装着するものであってもよい。さらに、図４に示すように、生体情報測定
装置１００を被検体の首に装着する場合には、被検体の腕に外部装置３００を装着するこ
とも考えられる。図４のような構成であれば、生体情報測定装置１００が生体情報を測定
して、生体情報を外部装置３００と無線により送受信し、被検体が外部装置３００の表示
部に表示された生体情報を閲覧することなどができ、便利である。
【００６２】
　次に、生体情報測定装置１００の各部の説明を行う。
【００６３】
　超音波素子アレイ１１０は、複数の超音波トランスデューサー素子がアレイ状に、基板
２０上に配置されたものである。圧電素子を用いるタイプを例にとれば、超音波素子アレ
イ１１０に対応するように、複数の開口が基板２０にアレイ状に配置されている。この場
合には、基板２０に設けられた、超音波素子アレイ１１０と、複数の開口とを、まとめて
超音波トランスデューサーデバイスと呼ぶ。
【００６４】
　超音波トランスデューサーデバイスは、被検体に対して超音波を出射し、被検体内部に
おける音響インピーダンスの異なる界面からの反射波を受信する。
【００６５】
　そして、超音波トランスデューサー素子としては、薄手の圧電素子と金属板（振動膜）
を貼り合わせたモノモルフ（ユニモルフ）構造を用いたものを用いる。超音波トランスデ
ューサー素子（振動素子）は、電気的な振動を機械的な振動に変換するものであるが、こ
の場合には、圧電素子が面内で伸び縮みすると貼り合わせた金属板（振動膜）の寸法はそ
のままであるため反りが生じる。従って、圧電体膜に交流電圧を印加することで、振動膜
が膜厚方向に対して振動し、この振動膜の振動により超音波が放射される。なお、圧電体
膜に印加される電圧は、例えば１０～３０Ｖであり、周波数は例えば１～１０ＭＨｚであ
る。
【００６６】
　また、超音波トランスデューサーデバイスでは、近隣に配置された数個の超音波トラン
スデューサー素子で１つのチャンネルを構成し、１回に複数のチャンネルを駆動しながら
、超音波ビームを順次移動させるものであってもよい。
【００６７】
　なお、超音波トランスデューサーデバイスとしては、圧電素子（薄膜圧電素子）を用い
るタイプのトランスデューサーを採用できるが、本実施形態はこれに限定されない。例え
ばｃ‐ＭＵＴ（Capacitive Micro-machined Ultrasonic Transducers）などの容量性素子
を用いるタイプのトランスデューサーを採用してもよいし、バルクタイプのトランスデュ
ーサーを採用してもよい。超音波トランスデューサー素子及び超音波トランスデューサー
デバイスのさらに詳細な説明については、後述する。
【００６８】
　そして、メモリー１２０は、超音波素子アレイ１１０により取得された生体情報を、予
め登録された被検体の登録識別情報に関連付けて記憶する。メモリー１２０の機能はＲＡ
Ｍ等のメモリーやＨＤＤなどにより実現できる。
【００６９】
　また、通信部１３０は、取得された識別情報に基づいて、取得された生体情報が、登録
識別情報に対応付けられた被検体についての生体情報であると判定された場合に、メモリ
ー１２０に記憶された生体情報を外部装置３００に送信する。なお、通信部１３０の機能
は、各種プロセッサー（ＣＰＵ等）、ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや
、プログラムなどにより実現できる。
【００７０】
　また、外部装置３００の具体例としては、携帯端末やタブレット端末等が挙げられる。
図１の例では、外部装置３００は、処理部３１０を含む。処理部３１０は、通信部１３０
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から生体情報を受信し、外部装置３００の不図示の表示部に生体情報を表示するなど、種
々の処理を行う。
【００７１】
　このように本実施形態では、生体情報を被検体の登録識別情報と関連付けてメモリー１
２０に記憶し、取得された生体情報が、登録識別情報に対応付けられた被検体についての
生体情報である場合に、その生体情報を外部装置３００に送信する。
【００７２】
　これにより、特定の被検体の生体情報を取得した場合に、生体情報を送信することが可
能になる。なお、被検体は人に限定されず、その他の動物等であってもよい。
【００７３】
　また、生体情報測定装置１００及び外部装置３００は、図１の構成に限定されず、これ
らの一部の構成要素を省略したり、他の構成要素を追加したりするなどの種々の変形実施
が可能である。
【００７４】
　例えば、図５に示すように、生体情報測定装置１００は、処理部１４０をさらに含んで
いてもよい。
【００７５】
　処理部１４０は、登録識別情報と識別情報とに基づいて被検体を認識し、認識された被
検体から受け付けた制御コマンドに基づいて、超音波素子アレイ１１０による生体情報の
取得処理を制御する。処理部１４０は、図１に示す外部装置３００内の処理部３１０と同
等の機能を有していてもよい。処理部１４０の機能は、各種プロセッサー（ＣＰＵ等）、
ＡＳＩＣ（ゲートアレイ等）などのハードウェアや、プログラムなどにより実現できる。
【００７６】
　これにより、登録識別情報に対応する被検体だけが、制御コマンドを生体情報測定装置
１００に入力し、生体情報の取得処理の制御を行うこと等が可能になる。
【００７７】
　制御コマンドとは、取得処理の制御内容を指示する命令である。具体的に、制御コマン
ドは、例えば生体情報の取得開始及び取得停止の少なくとも一方を指示するコマンド等で
ある。
【００７８】
　その場合には、処理部１４０は、生体情報の取得開始を指示する制御コマンドを取得し
た場合には、取得処理を開始し、生体情報の取得停止を指示する制御コマンドを取得した
場合には、取得処理を停止する。
【００７９】
　これにより、例えば生体情報を常時測定する場合であっても、被検体が制御コマンドを
入力することで、生体情報の常時測定を一時中断又は再開すること等が可能になる。
【００８０】
　また、図５に示すように、本実施形態の生体情報測定装置１００は、基板２０に形成さ
れ、音波を受信可能な音波素子（音声取得部）１５０をさらに含んでいても良い。音波素
子（音声取得部）１５０は、例えば被検体の音声を取得する。
【００８１】
　この場合、図６に示すように、基板２０に、生体測定センサー領域ＵＳＡと、音波素子
領域ＳＡと、回路領域ＣＡとが設けられる。そして、生体測定センサー領域ＵＳＡには、
超音波素子アレイ１１０が配置され、音波素子領域ＳＡには、音波素子１５０が配置され
る。さらに、回路領域ＣＡには、例えばメモリー１２０と、通信部１３０と、処理部１４
０等が配置される。
【００８２】
　その際、処理部１４０は、超音波素子アレイ１１０の受信結果に基づいて、被検体の生
体情報の取得処理を行い、音波素子１５０の受信結果に基づいて、取得処理の制御処理を
行う。
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【００８３】
　これにより、例えば生体情報の取得開始及び取得停止を、被検体が音声で指示すること
が可能になる。なお、生体情報測定装置１００の処理部１４０は、音波素子１５０により
被検体の音声を取得するのではなく、外部に設けられたマイクなどから、被検体の音声を
取得してもよい。
【００８４】
　３．処理の詳細
　次に、本実施形態の手法について説明する。
【００８５】
　処理部１４０は、例えば取得処理の制御処理を行う際に、音波素子１５０の受信信号に
基づいて、音声認識処理を行う。
【００８６】
　これにより、取得した音声を発する被検体が、生体情報の取得処理の制御処理を行って
もよい被検体か否かを判定すること等が可能になる。
【００８７】
　具体的に、処理部１４０は、音声取得部（音波素子１５０）により取得された音声に基
づいて、被検体の音声認識処理を行うことにより、被検体の個体認識処理（個人認証処理
）と、制御コマンドの特定処理とを行う。
【００８８】
　これにより、取得した音声に基づいて、被検体の個体認証を行うことと、被検体から入
力された制御コマンドの内容を特定すること等が可能になる。
【００８９】
　ここで、個体認識処理（個人認証処理）とは、取得した音声が、メモリー１２０に登録
された被検体のうち、どの被検体の音声であるかを判別することによって、個体を認識す
る処理のことである。
【００９０】
　例えば個体認識処理は、取得した音声（音波素子１５０の受信信号）と、メモリー１２
０に登録された登録識別情報に基づいて行われる。ただし、本実施形態の個体認識処理は
、音声認識処理以外の処理（例えば、指紋認識処理や画像認識処理等）によっても行うこ
とが可能である。
【００９１】
　登録識別情報は、各被検体を指し示す情報であり、被検体毎の固有の情報である。例え
ば登録識別情報は、予めメモリー１２０に登録された被検体の声紋情報である。その場合
には、処理部１４０は、声紋情報に基づいて、個体認識処理を行う。より具体的には、処
理部１４０が、音波素子１５０により取得された音声を解析して特定した被検体の声紋情
報と、予めメモリー１２０に登録された声紋情報とを比較して、個体認識処理を行う。
【００９２】
　これにより、被検体固有の情報を用いて、個体認識を行うこと等が可能になる。ただし
、登録識別情報は、被検体の声紋情報には限定されない。登録識別情報は、例えば他にも
、超音波素子アレイ１１０からの受信信号に基づいて特定される被検体の生体断層に関す
る情報などであってもよいし、例えば被検体の氏名の音声情報、特定周波数の音波情報、
またキー入力された数字・文字、あるいは音波情報、声紋情報と数字・文字との組み合わ
せであってもよい。
【００９３】
　また、識別情報は、生体情報を計測する際に取得された情報であって、例えば被検体の
氏名や、音声、キー入力された数字、又はそれらの組み合わせ等である。
【００９４】
　また、制御コマンドの特定処理とは、被検体が音声により入力した制御コマンドの内容
を特定する処理である。
【００９５】
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　例えば、処理部１４０は、被検体の音声に基づいて、特定処理としてキーワード認識処
理を行って、制御コマンドを特定し、特定した制御コマンドに基づいて、生体情報の取得
処理を開始又は停止させる。
【００９６】
　具体的には、例えば「スタート」と「ストップ」というキーワードをメモリー１２０に
記憶させておく。そして、後述する図８の音声制御テーブルに示すように、「スタート」
というキーワードを、取得処理を開始することと関連付け、「ストップ」というキーワー
ドを、取得処理を停止することと関連付けておく。そして、処理部１４０が、取得した被
検体の音声に基づいて、キーワード認識処理を行い、被検体が「スタート」というキーワ
ードを発声したと認識した場合には、生体情報の取得処理を開始させる。一方、処理部１
４０は、被検体が「ストップ」というキーワードを発声したと認識した場合には、生体情
報の取得処理を停止させる。
【００９７】
　また、本例では、「スタート」というキーワードを、取得処理を開始することと関連付
け、「ストップ」というキーワードを、取得処理を停止することと関連付けたが、本実施
形態はそれには限定されない。他の言葉を取得処理の開始または停止と関連付けてもよい
。つまり、言い換えれば、処理部１４０は、キーワード認識処理において、第１キーワー
ドが認識された場合には、取得処理の開始処理を行い、第２キーワードが認識された場合
には、取得処理の停止処理を行う。
【００９８】
　これにより、被検体が音声で、生体情報測定装置に対して、取得処理の具体的な制御内
容を指示すること等が可能になる。ただし、本実施形態の制御コマンドの特定処理は、音
声認識処理以外の処理（ユーザーのボタン操作についての操作情報取得処理等）によって
も行うことが可能である。
【００９９】
　実際の処理を行う際には、以下のような流れで処理を行う。まず、処理部１４０は、被
検体の音声と登録識別情報とに基づいて、個体認識処理を行って、被検体を認識し、認識
された被検体の音声に基づいて、制御コマンドの特定処理を行う。そして、処理部１４０
は、特定した制御コマンドに基づいて、超音波素子アレイ１１０による生体情報の取得処
理を制御する。
【０１００】
　これにより、正常に個体認識された被検体だけが、生体情報の取得処理を音声で制御す
ること等が可能になる。
【０１０１】
　また、本実施形態の生体情報測定装置１００は、図５に示すように、報知部１６０を含
んでいてもよい。報知部１６０は、例えば、発光部、振動部及び音出力部のうちの少なく
とも１つである。報知部１６０は、被検体又は生体情報測定装置の使用者に対して、生体
情報の取得開始又は取得停止が行われたことを報知する。
【０１０２】
　これにより、被検体又は生体情報測定装置の使用者が、生体情報の取得開始又は取得停
止が行われたことを知ること等が可能になる。
【０１０３】
　さらに、報知部１６０は、生体情報の取得が停止された後に、所与の時間、生体情報の
取得が開始されなかった場合に、生体情報の取得が開始されていないことを報知してもよ
い。
【０１０４】
　これにより、被検体が生体情報の取得処理を再開し忘れることを抑制すること等が可能
になる。
【０１０５】
　また、この場合には、再開を促すアラートまでの時間を変更する制御コマンドや、鳴っ
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ているアラートをキャンセル（停止）する制御コマンドを用意してもよい。
【０１０６】
　次に、図７のフローチャートを用いて、本実施形態の処理の流れについて説明する。
【０１０７】
　まず、生体情報測定装置１００を被検体が装着し（Ｓ１）、個体認証用のキーワードを
被検体が発声する（Ｓ２）。
【０１０８】
　次に、生体情報測定装置１００は、被検体が発声した音声を、例えば音波素子１５０に
より取得する（Ｓ３）。そして、処理部１４０は、取得した音声と、メモリー１２０に記
憶されている音声データとを比較し（Ｓ４）、メモリー１２０に記憶されている音声デー
タの中に、取得した音声と対応（一致）するデータが１つだけあるか否かを判定する（Ｓ
５）。言い換えれば、メモリー１２０に記憶している音声データに対応する人物（被検体
、生体）のうち、取得した音声と対応する該当者が１人だけいるか否かを判定する。この
ステップＳ２～ステップＳ５の処理が、前述した個体認識処理であり、音声データは例え
ば前述した声紋情報（登録識別情報）である。
【０１０９】
　そして、ステップＳ５において、該当者が１人も存在しないと判定した場合には、認識
エラーと判定して、ステップＳ２の処理へ戻る。また、ステップＳ５において、メモリー
１２０に記憶された音声データの中に、取得した音声と対応するデータが２つ以上ある、
つまり、２人以上の該当者が存在すると判定した場合にも、認識エラーと判定して、ステ
ップＳ２の処理へ戻る。
【０１１０】
　一方、ステップＳ５において、該当者が１人だけ存在すると判定した場合には、処理部
１４０は、個体認識処理が成功したと判定する（Ｓ６）。この際に、処理部１４０は、該
当者のユーザーＩＤなどを、被検体の登録識別情報として特定する。
【０１１１】
　次に、処理部１４０は、メモリー１２０から、対象者（前述した該当者）の音声制御テ
ーブルの読み出しを行う（Ｓ７）。
【０１１２】
　ここで、音声制御テーブルとは、生体情報の取得処理の制御コマンドと、キーワードが
関連付けられたテーブルデータのことである。音声制御テーブルは、例えば図８に示すよ
うなテーブルデータである。図８の例では、生体毎に音声制御テーブル（ＵＳ１～ＵＳｉ
（ｉは、１以上の整数））が記憶されている。例えば音声制御テーブルＵＳ１は、生体１
に対応する音声制御テーブルであり、キーワード「スタート」に、制御コマンド「取得処
理を開始する。」が対応付けられており、キーワード「ストップ」に、制御コマンド「取
得処理を停止する。」が対応付けられている。なお、音声制御テーブルは、それ以外の制
御コマンドを含んでいても良い。
【０１１３】
　次に、生体情報測定装置１００は、超音波素子アレイ１１０により被検体の生体情報の
取得処理を開始する（Ｓ８）。ステップＳ８の処理は、被検体が「スタート」と発声した
ことを契機に取得処理を開始してもよい。その場合には、被検体が発声した「スタート」
という音声を、音波素子１５０が取得する。そして、処理部１４０が制御コマンドの特定
処理を行い、「取得処理の開始」を指示する制御コマンドであると特定して、取得処理を
開始する。
【０１１４】
　そして、処理部１４０は、生体情報の取得期間が満了したか否かを判定する（Ｓ９）。
生体情報の取得期間が満了したと判定した場合には、処理部１４０が、取得した生体情報
と被検体の登録識別情報とを関連付けてメモリー１２０に記憶させる（Ｓ１０）。そして
、通信部１３０が、生体情報と、被検体の登録識別情報の組み合わせを外部装置３００に
送信して（Ｓ１１）、処理を終了する。なお、ステップＳ１１において、生体情報だけで
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なく、被検体の登録識別情報を併せて送信する理由は、外部装置３００が、近くの他の被
検体により使用されている生体情報測定装置から送信される生体情報と、本生体情報測定
装置１００から送信される生体情報とを区別するためである。生体情報を受信した外部装
置３００は、例えば、生体情報を表示部に表示させる処理などを行う。
【０１１５】
　一方、ステップＳ９において、生体情報の取得期間が満了していないと判定した場合に
は、処理部１４０は、制御コマンドを新たに取得したか否かを判定する（Ｓ１２）。制御
コマンドを取得していないと判定した場合には、ステップＳ８の処理に戻り、生体情報の
取得処理を継続する。
【０１１６】
　また、制御コマンドを取得したと判定した場合には、報知部１６０が、制御コマンドの
受付確認サインを発生させる（Ｓ１３）。例えば、報知部１６０が発光部である場合には
、一定時間、点滅を行ったり、報知部１６０が音出力部である場合には、確認音を鳴らし
たりする。
【０１１７】
　次に、処理部１４０は、取得した制御コマンドの特定処理を行い、制御コマンドの内容
が「取得処理の停止」であるか否かを判定する（Ｓ１４）。制御コマンドの内容が「取得
処理の停止」ではないと判定した場合には、制御コマンドに対応する種々の処理を実行し
てから（Ｓ１９）、ステップＳ８の処理に戻り、生体情報の取得処理を継続する。
【０１１８】
　一方、制御コマンドの内容が「取得処理の停止」であると判定した場合には、処理部１
４０は、生体情報の取得処理を停止させる（Ｓ１５）。
【０１１９】
　そして、処理部１４０は、生体情報の取得処理を停止させてから、所与の時間が経過す
るまでの間に、「取得処理の再開」を指示する制御コマンドを取得したか否かを判定する
（Ｓ１６）。
【０１２０】
　処理部１４０が、生体情報の取得処理を停止させてから、所与の時間が経過するまでの
間に、「取得処理の再開」を指示する制御コマンドを取得したと判定した場合には、ステ
ップＳ８の処理に戻り、生体情報の取得処理を再開する。
【０１２１】
　一方、処理部１４０が、所与の時間が経過するまでの間に、「取得処理の再開」を指示
する制御コマンドを取得していないと判定した場合には、報知部１６０が、被検体又は生
体情報測定装置１００の使用者に対して、生体情報の取得処理の再開を促すサインを発生
させる。例えば、報知部１６０が発光部である場合には、一定時間、強い点滅を繰り返し
たり、報知部１６０が音出力部である場合には、アラーム音を鳴らしたりする。
【０１２２】
　そして、被検体が「取得処理の再開」を指示する制御コマンドを発声して、生体情報測
定装置１００が、音波素子１５０により、制御コマンドを取得し（Ｓ１８）、ステップＳ
８の処理に戻り、生体情報の取得処理を再開する。以上が本実施形態の処理の流れである
。
【０１２３】
　また、本例の変形例として、ステップＳ２～ステップＳ５のような個体認証処理ではな
く、外部装置３００から生体情報を測定する被検体を指定する例も考えられる。その場合
には、ステップＳ１の後に、生体情報測定装置１００が、外部装置から測定対象となる被
検体のＩＤを取得する。そして、その被検体について、前述したステップＳ７～ステップ
Ｓ１９の処理を行う。
【０１２４】
　また、制御コマンドは、外部装置３００に対して生体情報の送信開始及び送信停止の少
なくとも一方を指示するコマンドであってもよい。その際には、処理部１４０は、生体情



(16) JP 2016-49157 A 2016.4.11

10

20

30

40

50

報を送信する通信部１３０に対して、通信制御処理を行う。
【０１２５】
　これにより、例えば処理部１４０が生体情報の送信タイミングを制御すること等が可能
になる。
【０１２６】
　４．超音波トランスデューサー素子
　図９（Ａ）～図９（Ｃ）に、超音波トランスデューサーデバイスの超音波トランスデュ
ーサー素子１０の構成例を示す。この超音波トランスデューサー素子１０は、振動膜（メ
ンブレン、支持部材）５０と圧電素子部とを有する。圧電素子部は、第１電極層（下部電
極）２１、圧電体層（圧電体膜）３０、第２電極層（上部電極）２２を有する。
【０１２７】
　図９（Ａ）は、基板（シリコン基板）６０に形成された超音波トランスデューサー素子
１０の、素子形成面側の基板６０に垂直な方向から見た平面図である。図９（Ｂ）は、図
９（Ａ）のＡ－Ａ’に沿った断面を示す断面図である。図９（Ｃ）は、図９（Ａ）のＢ－
Ｂ’に沿った断面を示す断面図である。
【０１２８】
　第１電極層２１は、振動膜５０の上層に例えば金属薄膜で形成される。この第１電極層
２１は、図９（Ａ）に示すように素子形成領域の外側へ延長され、隣接する超音波トラン
スデューサー素子１０に接続される配線であってもよい。
【０１２９】
　圧電体層３０は、例えばＰＺＴ（ジルコン酸チタン酸鉛）薄膜により形成され、第１電
極層２１の少なくとも一部を覆うように設けられる。なお、圧電体層３０の材料は、ＰＺ
Ｔに限定されるものではなく、例えばチタン酸鉛（ＰｂＴｉＯ３）、ジルコン酸鉛（Ｐｂ
ＺｒＯ３）、チタン酸鉛ランタン（（Ｐｂ、Ｌａ）ＴｉＯ３）などを用いてもよい。
【０１３０】
　第２電極層２２は、例えば金属薄膜で形成され、圧電体層３０の少なくとも一部を覆う
ように設けられる。この第２電極層２２は、図９（Ａ）に示すように素子形成領域の外側
へ延長され、隣接する超音波トランスデューサー素子１０に接続される配線であってもよ
い。
【０１３１】
　振動膜（メンブレン）５０は、例えばＳｉＯ２薄膜とＺｒＯ２薄膜との２層構造により
開口４０を塞ぐように設けられる。この振動膜５０は、圧電体層３０及び第１、第２電極
層２１、２２を支持すると共に、圧電体層３０の伸縮に従って振動し、超音波を発生させ
ることができる。
【０１３２】
　開口４０は、基板６０（シリコン基板）の裏面（素子が形成されない面）側から反応性
イオンエッチング（ＲＩＥ）等によりエッチングすることで形成される。この開口４０の
開口部４５のサイズによって超音波の共振周波数が決定され、その超音波は圧電体層３０
側（図９（Ａ）において紙面奥から手前方向）に放射される。
【０１３３】
　超音波トランスデューサー素子１０の下部電極（第１電極）は、第１電極層２１により
形成され、上部電極（第２電極）は、第２電極層２２により形成される。具体的には、第
１電極層２１のうちの圧電体層３０に覆われた部分が下部電極を形成し、第２電極層２２
のうちの圧電体層３０を覆う部分が上部電極を形成する。即ち、圧電体層３０は、下部電
極と上部電極に挟まれて設けられる。
【０１３４】
　５．超音波トランスデューサーデバイス
　図１０に、超音波トランスデューサーデバイス（素子チップ）の構成例を示す。本構成
例の超音波トランスデューサーデバイスは、複数の超音波トランスデューサー素子群ＵＧ
１～ＵＧ６４、駆動電極線ＤＬ１～ＤＬ６４（広義には第１～第ｎの駆動電極線。ｎは２
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以上の整数）、コモン電極線ＣＬ１～ＣＬ８（広義には第１～第ｍのコモン電極線。ｍは
２以上の整数）を含む。なお、駆動電極線の本数（ｎ）やコモン電極線の本数（ｍ）は、
図１０に示す本数には限定されない。
【０１３５】
　複数の超音波トランスデューサー素子群ＵＧ１～ＵＧ６４は、第２の方向Ｄ２（スキャ
ン方向）に沿って６４列に配置される。ＵＧ１～ＵＧ６４の各超音波トランスデューサー
素子群は、第１の方向Ｄ１（スライス方向）に沿って配置される複数の超音波トランスデ
ューサー素子を有する。
【０１３６】
　図１１（Ａ）に、超音波トランスデューサー素子群ＵＧ（ＵＧ１～ＵＧ６４）の例を示
す。図１１（Ａ）では、超音波トランスデューサー素子群ＵＧは第１～第４の素子列によ
り構成される。第１の素子列は、第１の方向Ｄ１に沿って配置される超音波トランスデュ
ーサー素子ＵＥ１１～ＵＥ１８により構成され、第２の素子列は、第１の方向Ｄ１に沿っ
て配置される超音波トランスデューサー素子ＵＥ２１～ＵＥ２８により構成される。第３
の素子列（ＵＥ３１～ＵＥ３８）、第４の素子列（ＵＥ４１～ＵＥ４８）も同様である。
これらの第１～第４の素子列には、駆動電極線ＤＬ（ＤＬ１～ＤＬ６４）が共通接続され
る。また、第１～第４の素子列の超音波トランスデューサー素子にはコモン電極線ＣＬ１
～ＣＬ８が接続される。
【０１３７】
　そして、図１１（Ａ）の超音波トランスデューサー素子群ＵＧが、超音波トランスデュ
ーサーデバイスの１チャンネルを構成する。即ち、駆動電極線ＤＬが１チャンネルの駆動
電極線に相当し、送信回路からの１チャンネルの送信信号は駆動電極線ＤＬに入力される
。また、駆動電極線ＤＬからの１チャンネルの受信信号は駆動電極線ＤＬから出力される
。なお、１チャンネルを構成する素子列数は図１１（Ａ）のような４列には限定されず、
４列よりも少なくてもよいし、４列よりも多くてもよい。例えば図１１（Ｂ）に示すよう
に、素子列数は１列であってもよい。
【０１３８】
　図１０に示すように、駆動電極線ＤＬ１～ＤＬ６４（第１～第ｎの駆動電極線）は、第
１の方向Ｄ１に沿って配線される。駆動電極線ＤＬ１～ＤＬ６４のうちの第ｊ（ｊは１≦
ｊ≦ｎである整数）の駆動電極線ＤＬｊ（第ｊのチャンネル）は、第ｊの超音波トランス
デューサー素子群ＵＧｊの超音波トランスデューサー素子が有する第１の電極（例えば下
部電極）に接続される。
【０１３９】
　超音波を出射する送信期間には、送信信号ＶＴ１～ＶＴ６４が駆動電極線ＤＬ１～ＤＬ
６４を介して超音波トランスデューサー素子に供給される。また、超音波エコー信号を受
信する受信期間には、超音波トランスデューサー素子からの受信信号ＶＲ１～ＶＲ６４が
駆動電極線ＤＬ１～ＤＬ６４を介して出力される。
【０１４０】
　コモン電極線ＣＬ１～ＣＬ８（第１～第ｍのコモン電極線）は、第２の方向Ｄ２に沿っ
て配線される。超音波トランスデューサー素子が有する第２の電極は、コモン電極線ＣＬ
１～ＣＬ８のうちのいずれかに接続される。具体的には、例えば図１０に示すように、コ
モン電極線ＣＬ１～ＣＬ８のうちの第ｉ（ｉは１≦ｉ≦ｍである整数）のコモン電極線Ｃ
Ｌｉは、第ｉ行に配置される超音波トランスデューサー素子が有する第２の電極（例えば
上部電極）に接続される。
【０１４１】
　コモン電極線ＣＬ１～ＣＬ８には、コモン電圧ＶＣＯＭが供給される。このコモン電圧
ＶＣＯＭは一定の直流電圧であればよく、０Ｖ、即ちグランド電位（接地電位）でなくて
もよい。
【０１４２】
　そして送信期間では、送信信号電圧とコモン電圧との差の電圧が超音波トランスデュー
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サー素子に印加され、所定の周波数の超音波が放射される。
【０１４３】
　なお、超音波トランスデューサー素子の配置は、図１０に示すマトリックス配置に限定
されず、いわゆる千鳥配置等であってもよい。
【０１４４】
　また図１１（Ａ）及び図１１（Ｂ）では、１つの超音波トランスデューサー素子が送信
素子及び受信素子の両方に兼用される場合について示したが、本実施形態はこれに限定さ
れない。例えば送信素子用の超音波トランスデューサー素子、受信素子用の超音波トラン
スデューサー素子を別々に設けて、アレイ状に配置してもよい。
【０１４５】
　なお、本実施形態の生体情報測定装置等は、その処理の一部または大部分をプログラム
により実現してもよい。この場合には、ＣＰＵ等のプロセッサーがプログラムを実行する
ことで、本実施形態の生体情報測定装置等が実現される。具体的には、非一時的な情報記
憶装置に記憶されたプログラムが読み出され、読み出されたプログラムをＣＰＵ等のプロ
セッサーが実行する。ここで、情報記憶装置（コンピューターにより読み取り可能な装置
）は、プログラムやデータなどを格納するものであり、その機能は、光ディスク（ＤＶＤ
、ＣＤ等）、ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）、或いはメモリー（カード型メモリー、
ＲＯＭ等）などにより実現できる。そして、ＣＰＵ等のプロセッサーは、情報記憶装置に
格納されるプログラム（データ）に基づいて本実施形態の種々の処理を行う。即ち、情報
記憶装置には、本実施形態の各部としてコンピューター（操作部、処理部、記憶部、出力
部を備える装置）を機能させるためのプログラム（各部の処理をコンピューターに実行さ
せるためのプログラム）が記憶される。
【０１４６】
　また、本実施形態の生体情報測定装置等は、プロセッサーとメモリーを含んでも良い。
ここでのプロセッサーは、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）であってもよい。
ただし、プロセッサーはＣＰＵに限定されるものではなく、ＧＰＵ（Graphics Processin
g Unit）、或いはＤＳＰ（Digital Signal Processor）等、各種プロセッサーを用いるこ
とが可能である。また、プロセッサーはＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Ci
rcuit）によるハードウェア回路でもよい。また、メモリーはコンピューターにより読み
取り可能な命令を格納するものであり、当該命令がプロセッサーにより実行されることで
、本実施形態に係る生体情報測定装置等の各部が実現されることになる。ここでのメモリ
ーは、ＳＲＡＭ（Static Random Access Memory）、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access M
emory）などの半導体メモリーであってもよいし、レジスターやハードディスク等でもよ
い。また、ここでの命令は、プログラムを構成する命令セットの命令でもよいし、プロセ
ッサーのハードウェア回路に対して操作を指示する命令であってもよい。
【０１４７】
　以上のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から
実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう
。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば、明細
書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語と共に記載され
た用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えること
ができる。また、生体情報測定装置及び情報処理方法等の構成、動作も本実施形態で説明
したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【０１４８】
１０　超音波トランスデューサー素子、２０　基板、２１　電極層、２２　電極層、
３０　圧電体層、４０　開口、４５　開口部、５０　振動膜、６０　基板、
１００　生体情報測定装置、１１０　超音波素子アレイ、１２０　メモリー、
１３０　通信部、１４０　処理部、１５０　音波素子、１６０　報知部、
３００　外部装置、３１０　処理部
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